
 

　

「障害者手帳」「自立支援医療受給者証」が更新した際は、ご持参の上、スタッフにお知らせください。
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〃
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当事業所ではSNSを活用した広告制作も広報作業として行っています＾＾

【Instagram（インスタグラム）】＆【TikTok（ティックトック）】で、

日々の焼き立てパン情報や縫製品等の入荷情報を発信しています。フォローし

て頂くと焼き立てほっかほかパン他、出店イベント予定等の最新情報が見れま

すので、アプリをお持ちの方は是非ご登録ください♪

こちらのストーリーで見れます。

スマホのカメラでQRコードを読み取ると
ページにアクセスできます。

当事業所では「クックチル（給食製造）作業」「パン製造・販売作業」「清掃・洗濯作業」「縫製作業」「軽作業（内職作業）」等々、様々な作業を同

時並行で行っております。働く上で大切なことは「生活リズムの安定」「円滑な対人関係」「やりがい」等が挙げられますが、何より共通して大切なのは

「健康を維持して安定通所が出来る事」であると考えています。

個々の希望に沿って、能力評価を行いながら、シフト調整をしておりますが、近年では、当事業所の利用を経て、より収入が得られるA型事業所や一般就
労に移行していく方も増えてきました。ご本人の目標や希望を受けて、次の段階の場に送り出す事は、我々の使命であると考えていますが、日毎に利用の
人数の変動が著しく、作業を円滑に稼働させることも同時に考えていかなければならない難しさも感じています。

当事業所の利用の見学を希望される方がいらっしゃいましたら、いつでもお受けいたします。先ずはお電話でお問い合わせくださいませ＾＾

先日、利用者の皆さんから「夏祭りをやりたい」というご要望があり、夏祭りに「行きたい」ではなく、「自分たちが企画して開催し

たい」という訳です。昨年の暮れに、初めて手作りで企画＆実施した「クリスマス大集会」がとても好評で、楽しく充実した時間を作る

事が出来たので、どれだけ準備が大変でも、自分たちでやりたいことを実現できる良さに味を占めましたね。(￣ー￣)ﾆﾔﾘ
なにやら盆踊りを企画されてるとか。（本来の盆はもうちょっと先ですが・・笑）果たしてどんなお祭りになるのか楽しみです。

熱中症には気をつけて、北海道の短い夏を満喫しましょうー。オー！ （佐野）

ベネッセレ駐車場を整備しました

社用車の増台により、駐車場が狭くなって混雑していたことから、最寄りの空き地（旭川市東3条2丁目）を整備し
て6月1日から「ベネッセレ第2駐車場（職員専用）」して使用しております。それに伴い、上図の【ベネッセレ第1
駐車場】のスペースが若干、広く確保できるようになりましたので、ご来所頂く際は、以下の駐車スペースをご確認
の上、ご利用下さい。

※社用車の指定場所は駐車しないようにお願いいたします

6月8日（日）に忠和地区のやまびこ公園にて、町内会主催のジンギスカンパーティーにスタッフと入居者で参
加させていただきました。「町内会の方との親睦を深めること」と「ダ・ソーロ」という障害を抱えた方が生活
されているグループホームを、参加されている方に広く知って頂きたいという思いを持って参加しています。

やまびこ公園に到着すると、多くの町内会の方々とお子様でにぎわっており、パーティーに参加しやすい雰囲
気でした。町内会の方から焼きあがった焼き鳥とジンギスカンをいただき大変美味しくいただくことができまし
た。終始、皆さんが笑顔で「焼き鳥が美味しい」「雰囲気が最高だ」等の感想がありました。また、抽選会にて
全員が素敵な景品を頂き、どれも生活で役立つものばかりで、早速、生活の中で有効に利用させていただいてい
ます。

今回のイベントのように直接、地域の皆さんと交流し、事業所の役割や、
障害に対する理解を知って頂ける機会が、お互いに安心して過ごせる生活環境に
繋がる為、とても貴重な機会であると考えています。

また、次回の町内会行事のお誘いを町内会の方からいただいたので、
是非参加させていただきたいと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

あしすと契約時の確認資料として掲示して頂いている、「障害者手帳」「自立支援医療受給者証」等について、有効期限の
更新をされた際はご持参の上、スタッフまでお知らせください。「主治医の意見書・診断書」のみで契約されている方につき
ましては、確認のため毎年「主治医の意見書」が必要になります。

確認が取れない場合、あしすとの利用ができなくなる場合がありますので、ご協力よろしくお願いいたします。

和装に合わせて
きんちゃくぶくろを
作ってくれました♪

着付師の方々をお呼びして着付を
してもらいました！！

普段着る機会の少ない和装を着る
ことができ、大好評でした☆


